
 

 

医療制度等変更点の主なもの 

◇ ７０歳以上で一定以上の所得者の窓口自己負担割合が

２割から３割へ  

◇ 高額療養費制度の自己負担額が引き上げに 

◇ 療養病床に入院する７０歳以上の食費・居住費の負担増 

◇ 出産育児一時金の上限増額 

◇ 医療費の明細つき領収書の発行義務開始 
 

平成１８年１０月１日からここが変わります。 


